
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ひょうごボランタリー基金をもとにした各種助成事業のうち、ＮＰＯ法人等向け助成事業につき

まして、できるだけ多くのＮＰＯ法人等にお知らせし、ご活用いただくため、下記のとおり説明会を

開催します。 

新規に申請を行う団体は、必ずこの説明会にご出席いただくか、プラザまで来所頂き職員

の説明を受けていただくようお願いいたします。 

 

第 1 回  令和６年３月２１日（木）１３:３０～１５:３０ 

第 2 回  令和６年３月２７日（水）１０:００～１２:００ 

 ※両日とも同じ内容です。 

 

【開催方法】 

ミーティングツール「ＺＯＯＭ」を活用したオンライン開催 
 ・ＺＯＯＭをインストールしたパソコン、またはスマートフォン等でご参加ください 

   ※ＺＯＯＭのインストールは無料です。 

インストール、操作方法の説明書等が必要な場合はご連絡ください 

 

【申し込み】 

 必要事項を記入のうえメールでお申し込みください。折り返し、ＺＯＯＭのＵＲＬ等を

お知らせします 

◎申し込み先メールアドレス vplaza@hyogo-wel.or.jp 

◎申込締切 説明会前日の午後５時まで   
 《記入の注意》 
  ・メールの件名欄には、「助成事業説明会参加希望」と必ず記入してください。 

  ・（必要事項）①参加を希望する日程 ②団体名と参加者氏名 ③ＺＯＯＭの 

ＵＲＬの送信を希望するメールアドレス 以上を必ず記入してください。  
 
 
【内 容】  助成事業の説明・質疑応答 

※１ 裏面「助成事業一覧」もご参照ください。 

※２ 県民ボランタリー活動助成事業の説明はありません。 

 

【その他】 

・説明会に参加できない場合は、別途個別の質問・相談等にも対応します（連絡先裏面） 

・後日、説明会の録画をインターネットで配信しますので、視聴希望の場合は上記の申し

込み先にご連絡ください  

令和６年度  ＮＰＯ法人等向け 



お問い合わせ・相談窓口 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー6 階 

TEL 078-360-8845  FAX 078-360-8848  

      

 

募集期間 令和６年３月２５日（月）～４月１８日（木）※必着 

＜助成上限額に関わらず、上限額より少額の事業申請も受け付けています＞ 

 

＜助成事業一覧＞ 

 
 

 

 

事業名 対 象 助成額 概  要 件数 
助成 

予定額 

中間支援 

活動助成 

中間支援 

活動を行

うまたは 

中間支援

活動を始

めるNPO法

人、 

一般社団 

（財団）

法人等 

①②と

もに 

上限 

50万円 

①基本事業 

中間支援活動を行うNPO法人等が相談

ネットワーク、情報提供等の機能を発揮

して、地域のNPO等の基本的な活動を支

援する取組に助成します。 

 １ 相談    ２ 情報提供・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 ３ 人材育成  ４ 書類作成指導 

５ その他 

 

②創設支援事業 

NPO法人等が相談、ネットワーク、情

報提供等を行う中間支援活動を新たに実

施し、NPO団体や地域活動などを総合的

に支援する体制の構築を目指す取組に助

成します。 

・原則として

複数の市区

町域を対象

として実施

すること 

 

・①と②の同

時申請は不

可 

10 件 

～  
20 件 

900 
万円 

地域づくり 

活動ＮＰＯ 

事業助成 

NPO 法人
ま た は
NPO 法人
に準じる
団体 

上限  

50万円 

地域や社会の課題解決のため、NPO法

人等が地縁団体等と連携し、その機動

力、専門性などを活かした地域づくり等

の取組に助成します。また、新型コロナ

ウイルスの感染拡大により生じた地域課

題等の解決に向けた取組も対象となりま

す。 

  

特定非営利活動促進法第２条第１項別表 

の事業区分より、申請事業の区分をひと

つ選択。 

（下表参考） 

・２事業まで

申請可能。

ただし、 

同一の事

業区分で

複数の申

請は不可 

 

・NPO同士が

連携した場

合、同一事

業への複数

団体からの

申請は不可 

35 件 

～  
50 件 

2,100
万円 

   

 

   

ひょうごボランタリープラザ 

検索 

令和６年度 ひょうごボランタリー基金助成事業 

事業区分（特定非営利活動促進法第２条第１項別表による） 
１．保健、医療又は福祉の増進 ２．社会教育の推進 ３．まちづくりの推進 ４．観光の振興 
５．農山漁村又は中山間地域の振興 ６．学術、文化、芸術又はスポーツの振興 ７．環境の保全 
８．災害救援 ９．地域安全 10．人権の擁護又は平和の推進 11．国際協力 12．男女共同参画社会の形成の促進 
13．子どもの健全育成 14．情報化社会の発展 15．科学技術の振興 16．経済活動の活性化  
17．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援 18．消費者の保護 
19．1～18 までの各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 


